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概 況

平成 20年度の労働基準行政 (労災補償行政に係るものを除く｡)に係る中央労働基

準監察 (以下 ｢中央監察｣という｡)は､東京､大阪を始めとする25の都道府県労働

局 (以下 ｢局｣という｡)及びその管下の34の労働基準監督署 (以下 ｢署｣という｡)

に対し､①地方労働行政運営方針等を踏まえた､管内の経済 ･雇用情勢及び産業 ･就

業構造の変化等に的確に対応した重点課題の選定と重点指向に徹したPDCAサイ

クルを念頭に置いた効果的かつ効率的な業務運営の状況､②総合的な労働行政を展開

するという視点を踏まえた､労働基準部と局内他部室との連携､労働基準部内各課

重 ･署内各課 (方面)の連携及び局の署に対する指導調整並びに局 ･署の各級管理者

による進行管理等の状況､③制定 ･改正された法令等の趣旨や内容の十分な理解に基

づく行政推進､④監督指導業務の運営に当たり､臨検監督業務量の最大限の確保を図

りつつ､監督件数のみに偏重することのない実効ある監督指導の実施､⑤過去の中央

監察において指摘された事項に対する対応状況､⑥上記事項が適切に行われていない

場合の原因究明及び対応状況､⑦局 ･署の業務運営に関して､本省の施策に反映すべ

き事項の有無及びその業務運営の状況について実施した｡

その結果をみると､経済情勢の悪化等による影響により雇用情勢は下降局面にあり､

派遣労働者､有期契約労働者等のいわゆる非正規労働者を中心に雇用調整の対象とさ

れ解雇や雇止め等が行われている状況がみられるほか､申告 ･相談についても増加基

調が続いている状況下において､総じて各局とも､本年度の地方労働行政運営方針等

を踏まえ､管内における行政需要を的確に把握し､各部署間の連携を図りながら､p

DCAサイクルを念頭に置いた重点的かつ効果的な行政運営に努めており､特に､長

時間労働の抑制､過重労働による健康障害の防止などについて積極的な業務運営を図

っている状況がみられる｡

しかしながら､一方では､厳しい定員事情の中､局からの適切な指導調整の下で局 ･

署が一体となって各種対策を着実に､かつ効率的に推進するという観点及び行政の重

点課題として社会的関心が高い対策をより積極的に推進するという観点から､なお改

善を要する事項が少なからず認められる｡

このため､監察結果の概要として､下記のとおり､今後において行政を的確に運営

するため早急に改善を図ることが必要な事項を取りまとめるとともに､独自に創意工

夫を凝らして取り組んでいる事項など､各局の行政運営上参考になり得ると考えられ

る事項を取りまとめたところである｡
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本年度､中央監察の対象となった局はもとより､対象とならなかった局においても､

今後の行政運営においてより効果的な行政展開を図るため､取 り入れるべき事項は積

極的に取 り入れ､また､改善を図るべき事項については同種の問題点が認められるか

否かを精査し､必要と認められる場合には､早期かつ確実に改善を図ることが求めら

れる｡ ､

記

第1 行政の重点化を指向した総合的な労働行政の展開

1 行政課題の把握

総じて各局とも､申告･相談の状況､労働災害の発生状況､各種届出等の状況､

監督指導結果等の行政実績などの各種情報に加え､新たに示された適用事業場数

からその変化等を把握し､これらを総合的に分析することにより､管内の行政課

題を的確に把握 し､効果的な対策を講じようと努めている状況がみられる｡

しかしながら､一部の局においては､管内の行政課題の把握について､主要な

重点対象に対する監督指導結果を分析しておらず､同対象に係る対策の進捗状況

が把握されていないものがみられるほか､次のような問題点がみられる｡

ア 情報に基づく監督指導 (以下 ｢情報監督｣という｡)について､定期監督の

業務量の4割弱を占めているにもかかわらず､当該監督指導結果について､業

種､規模､法違反の状況や態様等の分析を行っておらず､管内の労働条件確保

上の問題の所在を的確に把握しようとする意識が希薄なもの

イ 食料品製造業における労働災害について､休業災害発生件数が前年比約 2割

増加 し､製造業中最も多い業種となり､その災害防止を主要対策に位置付けて

いるにもかかわらず､事故の型別､起因物別等の災害統計による分析にとどま

っており､具体的な災害発生状況を踏まえた効果的な対策が講じられていない

もの

2 各部署間の連携

各局とも､労働基準部内､署内の各部署及び局 ･署の連携並びに局内他部室

や公共職業安定所 (以下 ｢所｣という｡)との連携を図りながら､総合的な労働

行政を展開しようと努めている状況がみられ､多くの局において､改正最低賃
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金法について､局賃金課室が需給調整事業担当部署 (以下 ｢需調部署｣というo)

と連携 して派遣元事業主に対して効果的な周知を図っているものがみられるほ

か､中には､署において､定期的に､所から週40時間未達成等の労働基準関係

法令上の問題が認められる事業場の情報の提供を受け､これらの事業場に対し

自主点検を実施 しているものがみられる｡

第 2 主要対策の推進状況

1 長時間労働ゐ抑制及び過重労働による健康障害防止のための対策の推進

(1)長時間労働の抑制に向けた対策

総 じて各局とも､長時間労働の抑制のための対策については､限度基準に適

合 していない時間外労働協定届を届け出た事業場に対し､窓口指導を的柵に実

ア 局独白に ｢36協定適正化キャンペーン｣を実施し､県の経営者協会及び連

合の各幹部に対して､都道府県労働局長 (以下 ｢局長｣という｡)が時間外

労働協定の適正化についての要請文を手交するとともに､同旨の要言朋芋を

140の労使団体に送付したほか､~lJlL業主向け及び労働者向けの2棚類のリー

フレットを作成し､監修指,l'h-;I-･､集団指;,tlT:､説明会等､あらゆる機会に周知し､

さらにこれ ら一連の取組状況を記者発表 しているもの

膚コ
しかしながら､一部の局においては､時間外労働協定届の窓口指導について､

返戻指導等がほとんど行われていないもの､窓口指導の経緯に係る記録が整理

されていないもの､返戻指導後一定期間を経過しても再提出がない事業場に対

して再提出指導を行っていないものがみられるほか､次のような問題点がみら

れる｡
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らかになってい な い も の

_ _i切に行われていないもの

(2)過重労働による健康障害防止のための対策

各局とも､過重労働による健康障害防止のための総合対策 (以下 ｢過重労働

防止対策｣というQ)については､最重点課題の一つとして位置付けて､積極

的に取り組んでいる状況がみられ､中には､次のような取組を行っているもの

がみられる｡

ア 過重労働防止対策に係る監督指導及び個別指導を効果的に行うため､法違

反､指導等の措置を的確に実施するためのフローチャー トを作成し､関係職

員に配布しているもの

イ 過重労働防止対策の周知啓発のため､県､社会保険労務士会等との共催に

よるフォーラムを開催し､弁護士による過重労働による健康障害と使用者の

法的責任や精神科医によるメンタル-ルス対策の講演を組み込むなど､労使

の関心の高いものとすることにより､多数の参加を得ているもの

しかしながら､一部の局においては､いまだに/ ~ ~~~｢ 二

る｡

(3)仕事と生活の調和の実現に向けた取組

各局とも､｢仕事と生活の調和推進会議琴綱｣に基づき､地域の関係労使を

はじめ地方公共団体､学識経験者等による ｢仕事と生活の調和推進会議｣の円

滑な開催に努めている状況がみられ､中には､その構成員として､地方公共団
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体､労使団体に加え､NPO法人､県市長会､県町村会､観光関連事業を行う

県の外郭団体等からも広く参加を得ているなど､仕事と生活の調和についての

気運の醸成を図るための積極的な取組を行っているものがみられる0

2 雇用 ･就業形態の多様化を踏まえた労働条件の確保対策

(1)派遣労働者及び業務請負労働者

総じて各局とも､派遣労働者及び業務請負労働者の労働条件の確保について

は､最重点課題の一つとして位置付け積極的に取り組んでいる状況がみられ､

また､多くの局において､

ほか､当該事業場が管轄外にあ

る場合には､所轄の署に情報を伝達し､情報を得た署においても監督指導を確

実に実施するなど適切な処理を行っている状況がみられる｡

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられる｡

ア 管内の派遣元事業者数が大幅に増加しており､申告 ･相談についても増加

傾向にあるにもかかわらず､局として､問題の所在を踏まえた各種行政手法

を効果的に組み合わせた対策を策定していないため､署においては､単に申

告処理や情報監督の実施､他の重点対象として実施する監督指導時における

指導を行 うにとどまっているもの

ェ 偽装請負の就労実態を把握した事案について､平成 18年以降､需調部署

へ38件の情報提供を行っているが､当該情報提供に対する回報は3件にと

どまっているにもかかわらず､必要な働きかけを行っていないもの
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(2)有期契約労働者及び短時間労働者

多くの局において､有期契約労働者及び短時間労働者について､それぞれの

雇用 ･就業形態に応じた労働条件の確保に向けた取組を推進しようと努めてお

り､署管理者においては､これら労働者の労働条件について､監督指導時に確

認したかどうかが監督復命書からは不明である場合であっても､復命書の決裁

時等に監督官から直接確認する等の必要な対応を行っている状況がみられる｡

しかしながら､一部の局においては､監督指導時において有期労働契約の締

結､更新及び雇止めに関する基準に係る指導が全く行われていないなどその取

組がいまだに低調である状況がみられる｡

3 労働者の安全と健康確保のための対策の推進

(1) 第 11次労働災害防止計画の策定状況

総じて各局とも､本省策定の第 11次の労働災害防止計画 (以下 ｢11次防｣

という｡)を踏まえ局独自の11次防を策定している状況がみられ､中には､第

10次の労働災害防止計画 (以下 ｢10次防｣というO)の主要対策ごとに､実績 ･

効果､それに対する評価及び今後の課題を詳細に把握 ･分析し､これを踏まえ

た的確な11次防を策定しているものがみられる｡

しかしながら､一部の局においては､第2四車期に至るまで 11次防が策定

されていないものがみられるほか､一部の主要対策について､10次防における

推進状況の取りまとめが担当者任せであり､組織的な検討が行われないまま11

次防を策定しているものがみられる｡

(2) 労働災害の減少に向けた対策の推進

多くの局において､創意工夫を凝らしながら効果的な労働災害防止対策の推

進に努めている状況がみられ､中には､次のような積極的な取組を行っている

ものがみられるo

店社の管理下の現場における死亡災害の発生が防止され､休業災害も前年比
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で半減させるなど､効果的な対策を推進しているもの

イ 署において､道路貨物運送業の労働災害が増加し､特に死亡災害は2年連

続して5件以上発生したことから､①県 トラック協会支部内に設置されてい

る6地区の協議会すべてに対する集団指導の実施及び同協会の主要な事業

者から構成される ｢労務 ･安全研究会｣の設置､②署独自に監督指導時等に

おける安全衛生管理チェックリス ト及び交通労働災害防止のためのガイ ド

ラインに係る指導文例を作成し､その活用による的確な指導の徹底､等の積

極的な取組により､翌年の死亡災害の発生が防止され､休業災害も対前年比

約 3割減少させる等の成果を上げているもの

t■ 等局署が~体となった効果的な対策を推進しているもの
エ 署において､鉄鋼業において死亡災害が相次いで発生したことから､事案

に応じて司法処分を行ったほか､主要な大手5社の事業所長等経営首脳に対

一して､労働基準監督署長 (以下 ｢署長｣という｡)から要請文書を直接交付

し､労働災害防止の徹底を強く指導したところ､経営首脳による毎週の安全

巡視の実施､安全朝礼や講話の実施､安全確保のための多額の設備投資など､

各社において積極的な取組が行われることとなったもの

しかしながら､一部の局においては､製造業における労働災害防止対策につ

いて､既存の事業者団体に属する事業場を対象として集団指導等を行うのみで､

それ以外の事業場に対する取組を行っていないものがみられるほか､次のよう

な問題点がみられる｡

ア 労働災害が直近5年間において増加 している中で､昨年の労働災害発生件

数が対前年比で 11%の増加となり､過去20年間で最多となったにもかかわ

らず､漫然と従来からの対策の実施にとどまっているもの

イ 道路貨物運送業における墜落 ･転落災害が増加している中で､その防止対

策を 11次防の主要対策に位置づけているにもかかわらず､具体的な行政手

法等を定めていないため､署の取組も災害発生事業場-の個別の対応のみに

とどまり､局全体としての対策の推進が図られていないもの
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(3) 職業性疾病予防対策の推進

総じて各局とも､職業性疾病予防対策については､改正された粉じん障害

防止規則の規定を踏まえ､ずい道建設工事に対する的確な監督指導の実施に

努めているほか､第7次粉じん障害防止総合対策 (以下 ｢7次粉じん対策｣

という｡)を策定するなどにより､計画的に推進しようとしている状況がみら

れ､中には､次のような取組を行っているものがみられる｡

ウ 産業保健推進センターの協力を得て､局独自に､作業環境測定の基礎知

識 (簡易測定の方法､評価結果の見方等)について解説した冊子を作成し､

監督指導､個別指導等に活用するほか､経験の浅い監督官､厚生労働技官

の資質向上を図るための研修の資料として活用しているもの

しかしながら､一部の局においては､7次粉じん対策が第3四半期に至る

まで策定されていないもののほか､次のような問題点がみられる｡

ア 署において把握しているアーク溶接作業を行 う事業場数が､金属製品製

造業等の適用事業場数から判断して明らかに不十分であるにもかかわらず､

前次計画の実績､監督指導等の履歴､じん肺管理状況報告等の分析､さら

には通信調査の実施など未把握事業場を解消するための取組を行っていな

いもの
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体的に定められないこととなっているもの

(4)アスベス トによる健康障害防止対策の推進

総じて各局とも､アスベス トによる健康障害防止対策については､アスベス

トが使用されている建築物等の解体等の工事 (以下 ｢アスベスト解体工事｣と

いう｡)について､地方公共団体との連携等により現場の把握に努めている状

況がみられ､中には､次のような取組を行っているものがみられる｡

徽 対策の徹底を図っているもの

イ 石綿等の製造 ･取扱い業務に係る健康管理手帳の申請が急増したことを踏

まえ､申請者の利便を図るため､局独自に健康管理手帳の交付手続を分かり

やすくまとめた冊子を作成し､配布しているもの

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられる｡

- ~ ~二 一
イ 計画届等が提出されたアスベス ト解体工事に対する実地調査の省略の可否

について､署長の決裁を受けることなく担当者のみの判断により行われてい

るもの

(5) 危険性又は有害性等の調査等及び労働安全衛生マネジメントシステムの

普及促進等

多くの局において､危険性又は有害性等の調査等 (以下 ｢リスクアセスメ

ント｣という｡)及び労働安全衛生マネジメントシステム (以下 ｢マネジメ

ー 9-



ントシステム｣というO)については､管内の普及状況の把握を行 うととも

に､業界団体を活用して自主的な協議会の活動を積極的に支援するなど､そ

の普及促進に努めている状況がみられ､中には､次のような取組を行ってい

るものがみられる｡

ア 局署幹部が､管内の主要事業場約 70社を訪問し､企業 トップに対しリ

スクアセスメントの導入等について､直接要請を行っているもの

イ 災害発生事業場に対する再発防止に係る個別指導等において､リスクア

セスメント指針に基づく記録の作成を指導し､その記録を確認することに

より導入状況の評価を行い､これに基づき取組が不十分と認められる事業

場に対しては､取組状況に応じたきめ細かな指導を行っているもの

しかしながら､少なからぬ局においては､リスクアセスメント等の普及促

進に係る取組について､11次防の主要対策と位置づけているにもかかわらず､

10次防における取組による普及状況を整理していないものや個別指導によ

る普及指導にとどまり､中期的な視点に立った局署における体系的な取組が

行われていないものなど､リスクアセスメント等の適切な実施の促進が図ら

れていないものがみられる｡

4 一般労働条件の確保 ･改善対策の推進

(1)一般労働条件の確保 ･改善対策

総じて各局とも､一般労働条件確保 .改善対策については､管内の状況等を

分析 ･検討した上で､一定期間を区切り､当該期間において取り組むべき重点

対象を選定し､各年度の行政手法等を明確にした中期計画を策定することで､

計画的かつ効率的に推進しようと努めている状況がみられ､中には､次のよう

な取組を行っているものがみられる｡

増貸金の遡及是正及び適切な労働時間管理が行われ､さらには､自動車小売

業で組織される事業主団体が労働時間等設定改善援助事業を活用して自主

的な改善に取り組むこととなったもの

イ~県の建設業者の入札資格要件の審査事項に育児休業制度の導入の有無が
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盛り込まれる旨の情報を得たことから､建設業者が同制度に係る規程を策定

し署長に届け出を行うに際して､併せて就業規則全体の整備をも行うよう指

導することを県に働きかけ､多くの事業場について就業規則の整備が図られ

ているもの

り 裁判員制度が平成 21年 5月から開始されることを踏まえ､労働者が裁判

員となった場合の労働基準法適用上の留意点等について取りまとめて署に

通知し､使用者及び労働者からの相談に的確に対応できるように備えている

もの

か､一部の局においては､次のような問題点がみられる｡

ェ バイシクルメッセンジャー等を使用する事業場-の対応について､領 事l

着実に実施していないもの

-iliI-

(2)労働時間管理の適正化の徹底



総じて各局とも､労働時間管理の適正化については､賃金不払残業総合対策

要綱等に基づき総合的な対策を推進しており､11月の ｢労働時間適正化キャン

ペーン｣を中心として､労使の主体的な取組を促進するとともに､積極的かつ

効果的な監督指導等を実施している状況がみられ､中には､次のような取組を

行っているものがみられる｡

ア 署において､大手運送会社の賃金不払残業事案において､他局管内におい

ても同様の問題が生じていることが判明したことから､管轄下の事業場に対

する是正勧告､指導にとどまらず､本社に対して全社的な改善を迫る指導を

行った結果､全国の支店において労働時間管理の適正化が図られるとともに､

2年間にわたる多額の割増賃金を遡及是正させたもの

イ 労働時間の不適正な管理について繰 り返し情報が寄せられた事業場に対

して監督指導を行った際に､労働組合に対しても労働時間管理の適正化-の

取組を働きかけ､相談窓口を設置させたほか､職場環境を改善するための労

使委員会の活動状況等を報告させた結果､適正な労働時間管理の定着が図ら

れたもの

しかしながら､一部の局においては､賃金不払残業に係る情報監督において､

二 二 JL 二 _二 - などがみられる｡

5 最低賃金制度の適正な運営

(1)最低賃金の周知等

各局とも､地方最低賃金審議会の運営に当たっては､セーフティネットとし

て一層適切に機能させる必要があるといき改正最低賃金法の趣旨を踏まえ､改

定に向けて円滑な審議が行われるよう努めている状況がみられる｡

また､改正最低賃金法の周知 ･広報について積極的に取り組むとともに､改

定された最低賃金額の周知 ･広報についても､費用対効果を考慮しつつ､メデ

ィァを活用した各種手法による効果的な取組を行っている状況がみられ､中に

は､市町村､商工会議所及び商工会連合会に対して広報誌 ･紙への掲載に係る
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要請文を送付し､掲載が確認できなかった団体に対しては､個別に訪問し再度

掲載を依頼することにより､すべての広報誌 ･紙において最低賃金額が掲載さ

れているもののほか､次のような取組を行っているものがみられる0

ア 最低賃金額の改定時に､局長自らが主要な経営者団体を訪問の上､その周

知に対する協力を要請する文書を手交し､また､この取組が新聞に大きく報

じられているもの

イ 派遣元事業主に対する最低賃金の周知に当たり､当該都道府県の最低賃金

額に併せて､派遣中の労働者に係る最低賃金の適用関係及び派遣労働者が就

労する可能性の高い隣県の最低賃金額を記載したリーフレットを作成 し､配

布 しているもの

ウ 改正最低賃金法に係る説明会について､局が異なる隣接する2署が説明会

●の開催時期を調整し､開催案内に2署の説明会の開催日を記載して周知する

などにより､出席者が都合の良い日時 ･場所の説明会に参加できるよう､出

席者の利便に考慮した連携を図っているもの

しかしながら､一部の局においては､広報誌 ･紙-の掲載依頻を行った市町

村に対しその掲載の有無を確認 していないもの､掲載率が低いにもかかわらず

向上を図るための特段の取組を行っていないものなどがみられるほか､次のよ

うな問題点がみられる｡

ア 派遣中の労働者に適用される最低賃金の改正について､需調部署が実施す

る新たに許可を受け､又は許可の更新を行った派遣業者に対する説明会にお

ける周知にとどまり､他の既存の派遣業者に対する周知を行っていないもの

イ 改正最低賃金法に基づく最低賃金の減額特例許可について､説明会の開催

や周知文書の配布を行っているものの､なお従前の適用除外許可から新たな

許可-の移行が極めて低調であるにもかかわらず､許可人数の多い事業場等

に対するさらなる働きかけなど､早期に新たな許可の申請を促進するための

取組を行っていないもの

(2)最低賃金の履行確保のための監督指導

総じて各局とも､最低賃金の履行確保を主眼とした監督指導について､的確

に監督対象事業場を選定し､効果的な監督指導に努めている状況がみられるが､

一部の局においては､
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がみられるほか､

次のような問題点がみられる｡

イ 最低賃金主眼監督において､同一企業の多数の事業場を選定しており､効

果的な監督指導が実施されていないもの

6 特定の労働分野における労働条件確保対策の推進

(1)技能実習生

管内に多くの技能実習生が就労している局においては､技能実習生の法定労

働条件の履行確保を重点として監督指導等に積極的に取り組んでいる状況が

みられ､中には､次のような取組を行っているものがみられる｡

ア 労使団体､入国管理局､県及び県警本部等から構成される ｢技能実習生受

入適正化推進会議｣を発足させ､(∋一次受入れ団体に対する受入れ適正化に

係る要請､②縫製加工を発注する事業者団体に対する適正価格での発注の要

請､などを行い､直接的な二次受入れ事業場に対する指導にとどまらず､受

入れ環境の整備を図ることにより技能実習生の労働条件確保に努めている

もの
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二 三 などがみられる｡

(2)自動車運転者

総じて各局とも､自動車運転者については､労働基準法や自動車運転者の

改善基準告示 (以下 ｢改善基準告示｣という｡)の遵守を中心とした労働条件

の確保 ･改善に努めるとともに､地方運輸機関との合同監督 ･監査や相互通

報を適切に実施している状況がみられ､中には､署において､市町村から委

託を受け運行されているいわゆるコミュニティバスについて､一二 二 二 ~

準告示違反の是正勧告を行 うとともに､市町村に対しても委託者として改善

に向けた協力を行 うよう要請した結果､早期に是正が行われたものがみられ

る｡

しかしながら､一部の局においては､地方達輸機関からの通報事案につい

り - 二 ~㌻ ~二~ 二 二 二 ~ _ 『 -:二 二 r

のがみられる｡

第3 年間監督指導計画及び年間安全衛生業務計画の策定状況

1 年間監督指導計画の策定状況

総じて各局とも､年間監督指導計画 (以下 ｢監督指導計画｣という｡)の策定

に当たっては､

二 効果的に監督指導を行 う計画となるよう努めている状況がみられ､

に計画策定に係る業務が実施されるよう努めているものがみられる｡

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられる0

ア 計画策定段階において､署に対し業務運営上の留意事項等について口頭のみ
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で指示 し､計画策定後にようやく当該指示に係る通達を発出している上に､そ

の通達においても､具体的な実施事項が明らかとなっていないなど､年度当初

における計画策定の重要性の認識を欠いた不適切な対応を行っているもの

= = γ -I

2 年間安全衛生業務計画の策定状況

総じて各局とも､安全衛生業務については､管内状況を踏まえ､安全衛生業務

運営要領に基づき年間安全衛生業務計画 (以下 ｢安全衛生計画｣という｡)を策

定し､計画的に推進しようと努めている状況がみられる｡

しかしながら､一部の局においては､いまだに局安全衛生主務課が実施する､

特定機械等の検査､検査業者に対する監査指導､集団指導等に係る安全衛生計画

が策定されていないものがみられるほか､

■ 』 ■ ■ l} 』 ■ ■ ■ ■ ■ 『 } 』 ■ 』 ■ ■ ■ ■

対象事業場を的確に選定できるものとなっていないものがみられる｡

3 監督指導計画と安全衛生計画の調整の状況

総じて各局とも､監督指導計画と安全衛生計画の策定に当たっては､各署に対

し事前に計画案の提出を求め､監督課と安全衛生主務課との協議を行った上で指
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導調整を行っている状況がみられる｡

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられる0

ア 餅 指抑 画に係る鵬 会凱 おいT: 甲_ 一 二】 ~~二 ･二 ~

41-

イ 監督指導計画に係る調整会議において実施時期の変更等を指示したものに

ついて､その後の計画提出時に改善緯果を確認していないため､調整の結果が

反映されない計画のままとなっているもの

ウ 安全衛生計画に係る調整会議において､署が実施することとしている集団指

導､個別指導等が計画されていないにもかかわらず､これを確認することなく､

必要な指導調整が行われないまま放置されているもの

エ 監督課と安全衛生主務課との間で事前の協議を行わないまま調整会議に臨

んでいるため､例えば､安全衛生管理に問題のある事業場に対する対応につい

第4 監督指導業務及び安全衛生業務の運営状況

1 申告 ･相談事案-の対応

総 じて各局とも､申告 ･相談件数が増加基調にある中で､申告 ･相談者の置か

れている状況に意を払い､懇切･丁寧な対応に努めている状況がみられ､中には､

行管理を行っているものがみられる｡

しかしながら､一部の局においては､
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申告者の立場に意を

払わない不適切な対応を行い､また､署管理者においてもこれに対して必要な指

導を行っていないものがみられる｡

2 監督指導業務の実施状況

(1)監督指導の実施状況

各局とも､申告 ･相談が多く寄せられる中にあって､監督指導については､

監督指導計画に基づく着実な実施に努めている状況がみられる｡

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられる｡

ア 署の監督指導計画や一般労働条件確保 ･改善対策に係る3か年計画につい

て､署幹部の人事異動に際し､計画の内容はもとより､その背景にある行政

課題や署としての対処方針を策定した考え方等について十分な引継ぎを行

わなかったため､署幹部の一部においてこれらについての十分な理解がない

まま､業務運営を行っているもの

(2)司絵処理の取組状況

各局とも､重大 ･悪質な法違反に対しては､強制捜査を含めた厳正な司法

処理に取り組んでいる状況がみられ､中には､.~ _____¶

二 _二 一 -_‥ のほか､次のような取粗を行っているものがみ

られる｡

ア 全国にまたがる大型官金不払事件についてI,｢ ~ 一
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な捜査に積極的に取り組んでいるもの

イ 石綿等に係る労働安全術生法違反事案について､①r ___二 ~~~ 丁

指導を実施し､その結果に基づき当該施工業者を司法処分に付したもの､②

大手製造業の事業場に対する臨検監督時に､石綿をその重量の 0.1%を超え

て含有する部材の使用を確認したことから､当該事業場を司法処分に付した

ものなど､厳正に対処しているもの

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられるo

イ 署において､特段の理由なく､6か月の長期にわたり何ら処理が行われて

いないにもかかわらず､署管理者による適切な進行管理が行われていないも

の

3 安全衛生業務の実施状況

総じて各局とも､局版の安全衛生業務運営要領及び安全衛生計画に基づき､安

全衛生業務の効率的な運営に努めている状況がみられ､中には､局において､暮

迅速な災害調査等を実施している

ものがみられる｡

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられる｡

ア 署において､特段の理由なく､災害調査実施後6か月経過してもなお復命書

が作成されていないにもかかわらず､署管理者による適切な進行管理が行われ

ていないもの

イ 登録製造時等検査機関等に対する監査指導について､①過去に監査指導を行

っていない機関に対しては､立入監査を実施すべきであるにもかかわらず､代

表者等の召致により実施しているもの､②主体的能力を勘案せず､代表者等の
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召敦による実施が可能な機関に対しても全数立入監査を実施することとした

ため､本省で定めた実施頻度を下回っているもの

第 5 その他 ､

1 地方労働基準監察制度の運営状況

多くの局においては､地方労働基準監察については､管内の実情を考慮した監

察項目を設定し､実施前には局長から直接指示を受け､適切に実施するとともに､

的確な改善の指示を行うなど､適切な実施に努めている状況がみられる｡

しかしながら､一部の局においては､次のような問題点がみられるO'

また､申告処理における措置が適切に行われていないにもかかわらず､何ら指

摘がなされていないもの､②単に申告の長期未処理事案の存在や監督指導等の

実施率 ･違反率が低い事実を指摘するにとどまり､問題の生じた原因や是正の

ために講ずべき方策に踏み込んだ指摘を行っていないものなど実効ある監察

を実施していないもの

イ 監察実施結果における重要な事項について､(D局長名の文書による指示を行

わず､口頭指導等にとどめているもの､②監察実施から5か月経過後に局長名

の文書による指示を行っているもの

ウ 監察実施結果に対する改善報告について､例えば､時間外労働協定届の窓口

指導を徹底していない旨の指摘に対し､単に､窓口指導を徹底したとの記載が

なされているだけのものなど､具体的な改善状況等の記載がないにもかかわら

ず､担当監察官がその内容の確認を行っていないもの

2 労働基準行政内部の研修の実施状況

総じて各局とも､研修については､研修計画を策定し､着実に実施している状

況がみられ､中には､次のような取組を行っているものがみられる｡

ア 新任の監督官に係る後期実地研修において､ブロック内の各局と調整し､各

局に配属された新任の監督官すべてを対象として､実地に種々の現場での作業

や機械の操作等を経験させる合同研修を実施しているもの

イ 職員が労働基準行政全般にわたる知識を深めることができるよう､署長自ら

が署内報を作成し､毎月の署内会議においてこれを説明しているもの
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しかしながら､一部の局においては､①新任の監督官の後期実地研修において､

監督指導の実地研修が数件しか実施されておらず､局の統括研修指導教官におい

てもその状況を把握していないもの､②新任の監督官の実地訓練において､製造

業等に係る監督指導に必要な技法の体得及び司法事件処理要領の習得等訓練課

程の単位数が大幅に不足しているものがみられる｡
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